


喫煙室の種類と対応など

喫煙室の種類

●　喫煙のみ可

●　飲食等不可

●　２０歳未満立入禁止

●　標識の掲示が必要

●　加熱式たばこのみ喫煙可

●　飲食等可

●　２０歳未満立入禁止

●　標識の掲示が必要

●　喫煙可

●　飲食可

●　２０歳未満立入禁止

●　標識の掲示が必要

●　法と条例に基づく届出書の

　　提出が必要

※1 設置する場合は、技術的基準を
　   満たす必要があります。

※1 設置する場合は、技術的基準を
　   満たす必要があります。

※1 設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
※2 管轄の保健所（さいたま市、川越市、越谷市、川口市は各市）に届出書を
　   提出してください。
※3 届出書の提出のほか、書類の保存が必要です。 詳しい対応は次ページ
　  （２ページ）をご覧ください。

標識の掲示

　以下の３つ全てを満たす必要があります。

○ 喫煙室の出入口において、喫煙室外から喫煙室内へ流入する空気の気流が、 0.2m/秒以上であること

○ たばこの煙が流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

○ たばこの煙が、 屋外へ排気されていること

なお、施設内が複数階に分かれている場合は、上記基準に代えて、壁、天井で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。

※1 　　～ 　の喫煙室を設置する場合の技術的基準　　

屋内の全部または一部に設置可能

屋内の一部に設置可能

屋内の一部に設置可能

喫煙室の種類

お店の一部が喫煙可 お店の一部が喫煙可

お店全体が喫煙可 お店全体が喫煙可

喫煙室の入口　　  　　 店舗の入口
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COPD（慢性閉塞性肺疾患）

虚血性心疾患 　脳卒中　 乳幼児突然死　
　　　　　　　 肺がん　　　症候群

たばこの煙は、ニコチン、タール、一酸化炭素など数多くの

有害物質を含みます。

喫煙は、肺や咽頭等のがん、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、

２型糖尿病、歯周病などと因果関係が十分あるとされ、日本

では能動喫煙により年間約130,000人が亡くなってい
るとされています。

COPDは、肺の生活習慣病とも言われ、長期
の喫煙により、気管支や肺に障害が生じます。
せき、たん、息切れが初期症状です。
思い当たる症状があれば、 早めに呼吸器内科などを受診しましょう。

受動喫煙にさらされている人は病気にかかりやすくなる

埼玉県認証ステッカー

対象施設

認証要件

認証までの流れ

※学校、病院、児童福祉施設等は除きます

申請書は、お近くの県保健所等（裏面）または
県ホームページで入手してください。

必要に応じて現場確認を行います。 県ホームページにおいて、施設のお名前を
広報します。

埼玉県は、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務
を上回る対策を実施する施設を認証しています。

または

施設の所在地を管轄する県保健所等
（裏面）に申請書を提出してください

施設内と施設のある
敷地内の全てが完全
禁煙であること

施設内(単独施設またはテナント等）が
完全禁煙であること
施設の周囲において受動喫煙の防止に
配慮していること

申請書に基づき、認証の要件に該当する
施設かどうか審査します

審査結果について文書で通知します。
認証された場合は、証書とステッカーを
交付します。

喫煙による健康影響

たばこは、喫煙者だけではなく、周りにいる人の健康にも影

響を及ぼします。

日本では、肺がんや乳幼児突然死症候群等により年間約

15,000人が亡くなっているとされています。

受動喫煙による健康影響

知っていますか？

シーオーピーディー

申 請 審 査 認 証

飲食店・オフィスなど

敷地内禁煙 屋内禁煙

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/shisetsu.html

受動喫煙に
さらされている場合

喫煙・受動喫煙による健康影響

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

出典：厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」
　　　国立がん研究センターがん情報サービス
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喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

喫煙可能室



1 従業員からの承諾書の取得（従業員がいる場合）

2 必要な書類の提出

3 書類の保存

　全ての従業員から、喫煙可能室を設置する飲食店で働くことの承諾書（５ページ）を取得してください。
※「従業員」とは労働基準法第９条に規定する労働者（正社員・契約社員・アルバイト・パート等。同居親族等は除く）
※承諾書は、１人１枚となりますので、従業員が複数いる場合は承諾書の様式を人数分コピーしてお使いください。
※従業員を新たに雇用する場合、従業員が当該飲食店に転入する場合は、その従業員から承諾書を取得してください。

●営業開始日がわかる営業許可書 等
●客席面積がわかる図面 等
●その他  
　法人の場合　　　　     ▶資本金又は出資の総額がわかる登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット 等
　従業員がいる場合　       ▶従業員からの承諾書
　従業員がいない場合      ▶従業員がいないこと（賃金の支払いがないこと）がわかる直近の確定申告書 等
　　　　　　　　　　　    （加えて、同居親族が一緒に働いている場合は、住民票などの家族を証明するもの）

　法に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」（３ページ）と条例に基づく「喫煙可
能室設置届出書」（７ページ）の２種類に必要事項を記載し、裏面の「施設所
在地（管轄）別お問合せ先」に来所・郵便・ＦＡＸ等で提出してください。
　なお、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く、埼玉県保健所への提出
は電子申請での届出が可能です。

営業許可継続の申請書を提出する際に
　条例に基づく「喫煙可能室設置報告書」（９ページ）に必要事項を記載し、裏面
の「施設所在地（管轄）別お問合せ先」に来所・郵便・ＦＡＸ等で提出してください。
　なお、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く、埼玉県保健所への提出
は電子申請での届出が可能です。

表紙に記載した “ 経営規模の小さな飲食店 ” が　　の喫煙可能室を設置する場合は、以下の対応が必要です。

※承諾書（５ページ）の提出は不要です。

※報告の際は、改めて全ての従業員から承諾書（５ページ）を取得する必要があります。提出は不要です。

喫煙可能室を設置した場合
（2021年4月以前に
喫煙可能室を設置した場合を含む）

喫煙可能室を設置した店が
食品衛生法に基づく営業許可の
継続をする場合

喫煙可能室を設置する場合に必要な対応など
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様式第３号（第３条関係） 

 

喫煙可能室設置報告書 

                                 年  月  日 

 

   （宛先） 

        

 

                      報告者の住所  

                          氏名  

 

 

埼玉県受動喫煙防止条例第９条第２項の規定により、次のとおり報告します。 

 既存特定  

 飲食提供  

 施設 

（ふりがな）  

 名  称  
 

 

 郵便番号   

 所 在 地  
 

 

 電話番号   

 従業員に  

 係る状況  

□従業員は雇用していません。       

□全ての従業員から承諾を得ています。  

 

 注 １ 「従業員」とは、条例第７条第２項の従業員（労働基準法（昭和２２年法律第 

    ４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に 

    使用される者及び家事使用人を除く。））をいう。 

   ２ 「承諾」とは、条例第７条第２項第２号イの承諾をいう。 
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キ
リ
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喫煙可能室設置施設届出書

（健康増進法）▶

喫煙可能室設置届出書

（埼玉県条例）▶

喫煙可能室設置報告書

（埼玉県条例）▶



附則様式第１号（附則第２条第６項関係）          （日本産業規格Ａ列４） 

※ 届出受理番号  

 

喫 煙 可 能 室 設 置 施 設  届 出 書 

 

年  月  日 

 

         殿 

 

                       届出者              

 

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第２条第６項の規定により下記のとお

り届け出ます。 

記 

 

１ 

喫 

煙 

可 

能 

室 

設 

置 

施 

設 

（ふりがな） 

①名称 

  

 

  

 

②－１所在地 

〒   － 

  

（電話   －    －    ） 

②－２車両番号等  

 号       第 号番可許業営③

 日   月   年 日可許業営④

２ 

管 

理 

権 

原 

者 

（ふりがな） 

①氏名（法人にあっ

ては、その名称） 

  

  

（ふりがな） 

②法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

③住所（法人にあっ

ては、その主たる事

務所の所在地） 

〒   － 

  

（電話   －    －    ） 

 

３備考 

 

  

  

 

（注意） 

 １ ※印欄には、記載をしないこと。 

 ２ １欄②は、②－１又は②－２のいずれかに記載すること。 

 ３ ２欄については、管理権原者が法人の場合には①②及び③欄に記載すること。それ

以外の場合は①及び③欄に記載すること。 

 ４ ３欄には、届出に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達

事項があれば併せて記載すること。 

キ
リ
ト
リ
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↗
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

様式第２号（第３条関係）

喫煙可能室設置届出書

令和○年○月○日

（宛先）

埼玉県知事

届出者の住所 熊谷市○○町○－○－○

氏名 株式会社 埼玉商事

代表取締役社長 埼玉 一郎

埼玉県受動喫煙防止条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

既存特定

飲食提供

施設

（ふりがな） れすとらん さいたま

名 称 レストラン 埼玉

郵便番号 ３６０－○○○○

所 在 地 熊谷市○○町○－○－○

電話番号
○○○－○○○－○○○○

従業員に

係る状況

□従業員は雇用していません。

□全ての従業員から承諾を得ています。

注 １ 「従業員」とは、条例第７条第２項の従業員（労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に

使用される者及び家事使用人を除く。））をいう。

２ 「承諾」とは、条例第７条第２項第２号イの承諾をいう。

記入例

施設の管理権原者（受動喫煙を防止する取組方針の

判断、決定を行う者であり、設備の改修等を適法に

行うことができる権原を有する者）を記載してくだ

さい。（主に、個人店であれば事業主や店舗の店

長、法人であれば法人の代表者が該当します）

店舗の名称や所在地等を

記載してください。

どちらか１つにチェックをし

てください。（同居の親族は、

従業員に該当しません）

届出書（ ページ）…… 初回に提出
報告書（ ページ）…… 営業許可継続の際に提出

この記入例は、届出書（ ページ）のほか、報告書（ ページ）

を提出する際の記入例として準用してください。

さいたま市、川越市、越谷市及び

川口市に施設がある場合は、各市

の長宛てとする
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様式第２号（第３条関係） 

 

喫煙可能室設置届出書 

                                 年  月  日 

 

   （宛先） 

        

  

                      届出者の住所  

                          氏名  

 

 

埼玉県受動喫煙防止条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 既存特定  

 飲食提供  

 施設 

（ふりがな）  

 名  称  
 

 

 郵便番号   

 所 在 地  
 

 

 電話番号   

 従業員に  

 係る状況  

□従業員は雇用していません。       

□全ての従業員から承諾を得ています。  

 

 注 １ 「従業員」とは、条例第７条第２項の従業員（労働基準法（昭和２２年法律第 

    ４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に 

    使用される者及び家事使用人を除く。））をいう。 

   ２ 「承諾」とは、条例第７条第２項第２号イの承諾をいう。 

 

 

キ
リ
ト
リ
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↗
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

附則様式第１号（附則第２条第６項関係） （日本産業規格Ａ列４）

※ 届出受理番号

喫 煙 可 能 室 設 置 施 設 届 出 書

令和○年 ○月○○日

埼玉県知事 殿

届出者 株式会社 埼玉商事

代表取締役 埼玉 一郎

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第２条第６項の規定により下記のとお

り届け出ます。

記

１

喫

煙

可

能

室

設

置

施

設

（ふりがな）

①名称

れすとらん さいたま

レストラン 埼玉

②－１所在地

〒３６０－○○○○

熊谷市○○町○－○－○

（電話○○○－○○○－○○○○）

②－２車両番号等 ※飲食店の場合、この欄は記入不要です。

③営業許可番号 第 ３０－○○ 号

④営業許可日 平成３０年６月６日

２

管

理

権

原

者

（ふりがな）

①氏名（法人にあっ

ては、その名称）

かぶしきがいしゃ さいたましょうじ

株式会社 埼玉商事

（ふりがな）

②法人にあっては、

その代表者の氏名

さいたま いちろう

代表取締役 埼玉 一郎

③住所（法人にあっ

ては、その主たる事

務所の所在地）

〒３３０－○○○○

さいたま市浦和区高砂○－○－○

（電話○○○－○○○－○○○○）

３備考

係長 高砂 二郎

０９０－○○○○－○○○○

（注意）

１ ※印欄には、記載をしないこと。

２ １欄②は、②－１又は②－２のいずれかに記載すること。

３ ２欄については、管理権原者が法人の場合には①②及び③欄に記載すること。それ

以外の場合は①及び③欄に記載すること。

４ ３欄には、届出に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達

事項があれば併せて記載すること。

施設の管理権原者（受動喫煙を防止する取組方針の判断、決

定を行う者であり、設備の改修等を適法に行うことができる

権原を有する者）を記載してください。（主に、個人店であ

れば事業主や店舗の店長、法人であれば法人の代表者が該当

します）

さいたま市、川越市、越谷

市及び川口市に施設があ

る場合は、各市の様式によ

り各市長宛てに提出する

①届出に係る担当者の職名、

氏名、日中連絡可能な連絡先

（携帯電話番号でも可）を必

ず記載してください。

②店舗内全てを喫煙可能室

とする場合は、その旨を記載

してください。

記入例



 

様式第１号（第１条関係） 

 

承  諾  書 

 

 

 （管理権原者）               

 

             様 

 

  私は、埼玉県受動喫煙防止条例第２条第５号の喫煙可能室を設置した同条第２号の既 

 存特定飲食提供施設で勤務することを承諾します。 

既存特定 

飲食提供 

施設 

名 称 
 

 

所在地 
 

 

   

     年  月  日 

 

    住 所  

    氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ
リ
ト
リ
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↗
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
店
内
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。（
提
出
不
要
）

様式第１号（第１条関係）

承 諾 書

（管理権原者）

株式会社 埼玉商事

代表取締役 埼玉 一郎 様

私は、埼玉県受動喫煙防止条例第２条第５号の喫煙可能室を設置した同条第２号の既

存特定飲食提供施設で勤務することを承諾します。

既存特定

飲食提供

施設

名 称 レストラン 埼玉

所在地 熊谷市○○町○－○－○

令和○年○月○日

住 所 熊谷市△△町○－○－○

氏 名 高砂 二郎

記入例

施設の管理権原者（受動喫煙を防止する取組方針の判断、決定を

行う者であり、設備の改修等を適法に行うことができる権原を有

する者）を記載してください。（主に、個人店であれば事業主や

店舗の店長、法人であれば法人の代表者が該当します）

店舗の名称と所在地を記載してください。

従業員がいる場合は、従業員から承諾書を取ってください（自筆。押印不要）。

複数の従業員がいる場合は、１人１枚の承諾書を取ってください。なお、同居

の親族から承諾書を取得する必要はありません。

承諾書は、店内に保管してください。（提出不要）



 

様式第１号（第１条関係） 

 

承  諾  書 

 

 

 （管理権原者）               

 

             様 

 

  私は、埼玉県受動喫煙防止条例第２条第５号の喫煙可能室を設置した同条第２号の既 

 存特定飲食提供施設で勤務することを承諾します。 

既存特定 

飲食提供 

施設 

名 称 
 

 

所在地 
 

 

   

     年  月  日 

 

    住 所  

    氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ
リ
ト
リ
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↗
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
店
内
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。（
提
出
不
要
）

様式第１号（第１条関係）

承 諾 書

（管理権原者）

株式会社 埼玉商事

代表取締役 埼玉 一郎 様

私は、埼玉県受動喫煙防止条例第２条第５号の喫煙可能室を設置した同条第２号の既

存特定飲食提供施設で勤務することを承諾します。

既存特定

飲食提供

施設

名 称 レストラン 埼玉

所在地 熊谷市○○町○－○－○

令和○年○月○日

住 所 熊谷市△△町○－○－○

氏 名 高砂 二郎

記入例

施設の管理権原者（受動喫煙を防止する取組方針の判断、決定を

行う者であり、設備の改修等を適法に行うことができる権原を有

する者）を記載してください。（主に、個人店であれば事業主や

店舗の店長、法人であれば法人の代表者が該当します）

店舗の名称と所在地を記載してください。

従業員がいる場合は、従業員から承諾書を取ってください（自筆。押印不要）。

複数の従業員がいる場合は、１人１枚の承諾書を取ってください。なお、同居

の親族から承諾書を取得する必要はありません。

承諾書は、店内に保管してください。（提出不要）



4

 

様式第２号（第３条関係） 

 

喫煙可能室設置届出書 

                                 年  月  日 

 

   （宛先） 

        

  

                      届出者の住所  

                          氏名  

 

 

埼玉県受動喫煙防止条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 既存特定  

 飲食提供  

 施設 

（ふりがな）  

 名  称  
 

 

 郵便番号   

 所 在 地  
 

 

 電話番号   

 従業員に  

 係る状況  

□従業員は雇用していません。       

□全ての従業員から承諾を得ています。  

 

 注 １ 「従業員」とは、条例第７条第２項の従業員（労働基準法（昭和２２年法律第 

    ４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に 

    使用される者及び家事使用人を除く。））をいう。 

   ２ 「承諾」とは、条例第７条第２項第２号イの承諾をいう。 

 

 

キ
リ
ト
リ
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↗
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

附則様式第１号（附則第２条第６項関係） （日本産業規格Ａ列４）

※ 届出受理番号

喫 煙 可 能 室 設 置 施 設 届 出 書

令和○年 ○月○○日

埼玉県知事 殿

届出者 株式会社 埼玉商事

代表取締役 埼玉 一郎

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第２条第６項の規定により下記のとお

り届け出ます。

記

１

喫

煙

可

能

室

設

置

施

設

（ふりがな）

①名称

れすとらん さいたま

レストラン 埼玉

②－１所在地

〒３６０－○○○○

熊谷市○○町○－○－○

（電話○○○－○○○－○○○○）

②－２車両番号等 ※飲食店の場合、この欄は記入不要です。

③営業許可番号 第 ３０－○○ 号

④営業許可日 平成３０年６月６日

２

管

理

権

原

者

（ふりがな）

①氏名（法人にあっ

ては、その名称）

かぶしきがいしゃ さいたましょうじ

株式会社 埼玉商事

（ふりがな）

②法人にあっては、

その代表者の氏名

さいたま いちろう

代表取締役 埼玉 一郎

③住所（法人にあっ

ては、その主たる事

務所の所在地）

〒３３０－○○○○

さいたま市浦和区高砂○－○－○

（電話○○○－○○○－○○○○）

３備考

係長 高砂 二郎

０９０－○○○○－○○○○

（注意）

１ ※印欄には、記載をしないこと。

２ １欄②は、②－１又は②－２のいずれかに記載すること。

３ ２欄については、管理権原者が法人の場合には①②及び③欄に記載すること。それ

以外の場合は①及び③欄に記載すること。

４ ３欄には、届出に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達

事項があれば併せて記載すること。

施設の管理権原者（受動喫煙を防止する取組方針の判断、決

定を行う者であり、設備の改修等を適法に行うことができる

権原を有する者）を記載してください。（主に、個人店であ

れば事業主や店舗の店長、法人であれば法人の代表者が該当

します）

さいたま市、川越市、越谷

市及び川口市に施設があ

る場合は、各市の様式によ

り各市長宛てに提出する

①届出に係る担当者の職名、

氏名、日中連絡可能な連絡先

（携帯電話番号でも可）を必

ず記載してください。

②店舗内全てを喫煙可能室

とする場合は、その旨を記載

してください。

記入例



附則様式第１号（附則第２条第６項関係）          （日本産業規格Ａ列４） 

※ 届出受理番号  

 

喫 煙 可 能 室 設 置 施 設  届 出 書 

 

年  月  日 

 

         殿 

 

                       届出者              

 

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第２条第６項の規定により下記のとお

り届け出ます。 

記 

 

１ 

喫 

煙 

可 

能 

室 

設 

置 

施 

設 

（ふりがな） 

①名称 

  

 

  

 

②－１所在地 

〒   － 

  

（電話   －    －    ） 

②－２車両番号等  

 号       第 号番可許業営③

 日   月   年 日可許業営④

２ 

管 

理 

権 

原 

者 

（ふりがな） 

①氏名（法人にあっ

ては、その名称） 

  

  

（ふりがな） 

②法人にあっては、

その代表者の氏名 

  

  

③住所（法人にあっ

ては、その主たる事

務所の所在地） 

〒   － 

  

（電話   －    －    ） 

 

３備考 

 

  

  

 

（注意） 

 １ ※印欄には、記載をしないこと。 

 ２ １欄②は、②－１又は②－２のいずれかに記載すること。 

 ３ ２欄については、管理権原者が法人の場合には①②及び③欄に記載すること。それ

以外の場合は①及び③欄に記載すること。 

 ４ ３欄には、届出に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。その他伝達

事項があれば併せて記載すること。 

キ
リ
ト
リ
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↗
こ
こ
で
切
り
取
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

様式第２号（第３条関係）

喫煙可能室設置届出書

令和○年○月○日

（宛先）

埼玉県知事

届出者の住所 熊谷市○○町○－○－○

氏名 株式会社 埼玉商事

代表取締役社長 埼玉 一郎

埼玉県受動喫煙防止条例第９条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

既存特定

飲食提供

施設

（ふりがな） れすとらん さいたま

名 称 レストラン 埼玉

郵便番号 ３６０－○○○○

所 在 地 熊谷市○○町○－○－○

電話番号
○○○－○○○－○○○○

従業員に

係る状況

□従業員は雇用していません。

□全ての従業員から承諾を得ています。

注 １ 「従業員」とは、条例第７条第２項の従業員（労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に

使用される者及び家事使用人を除く。））をいう。

２ 「承諾」とは、条例第７条第２項第２号イの承諾をいう。

記入例

施設の管理権原者（受動喫煙を防止する取組方針の

判断、決定を行う者であり、設備の改修等を適法に

行うことができる権原を有する者）を記載してくだ

さい。（主に、個人店であれば事業主や店舗の店

長、法人であれば法人の代表者が該当します）

店舗の名称や所在地等を

記載してください。

どちらか１つにチェックをし

てください。（同居の親族は、

従業員に該当しません）

届出書（ ページ）…… 初回に提出
報告書（ ページ）…… 営業許可継続の際に提出

この記入例は、届出書（ ページ）のほか、報告書（ ページ）

を提出する際の記入例として準用してください。

さいたま市、川越市、越谷市及び

川口市に施設がある場合は、各市

の長宛てとする



1 従業員からの承諾書の取得（従業員がいる場合）

2 必要な書類の提出

3 書類の保存

　全ての従業員から、喫煙可能室を設置する飲食店で働くことの承諾書（５ページ）を取得してください。
※「従業員」とは労働基準法第９条に規定する労働者（正社員・契約社員・アルバイト・パート等。同居親族等は除く）
※承諾書は、１人１枚となりますので、従業員が複数いる場合は承諾書の様式を人数分コピーしてお使いください。
※従業員を新たに雇用する場合、従業員が当該飲食店に転入する場合は、その従業員から承諾書を取得してください。

●営業開始日がわかる営業許可書 等
●客席面積がわかる図面 等
●その他  
　法人の場合　　　　     ▶資本金又は出資の総額がわかる登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット 等
　従業員がいる場合　       ▶従業員からの承諾書
　従業員がいない場合      ▶従業員がいないこと（賃金の支払いがないこと）がわかる直近の確定申告書 等
　　　　　　　　　　　    （加えて、同居親族が一緒に働いている場合は、住民票などの家族を証明するもの）

　法に基づく「喫煙可能室設置施設届出書」（３ページ）と条例に基づく「喫煙可
能室設置届出書」（７ページ）の２種類に必要事項を記載し、裏面の「施設所
在地（管轄）別お問合せ先」に来所・郵便・ＦＡＸ等で提出してください。
　なお、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く、埼玉県保健所への提出
は電子申請での届出が可能です。

営業許可継続の申請書を提出する際に
　条例に基づく「喫煙可能室設置報告書」（９ページ）に必要事項を記載し、裏面
の「施設所在地（管轄）別お問合せ先」に来所・郵便・ＦＡＸ等で提出してください。
　なお、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く、埼玉県保健所への提出
は電子申請での届出が可能です。

表紙に記載した “ 経営規模の小さな飲食店 ” が　　の喫煙可能室を設置する場合は、以下の対応が必要です。

※承諾書（５ページ）の提出は不要です。

※報告の際は、改めて全ての従業員から承諾書（５ページ）を取得する必要があります。提出は不要です。

喫煙可能室を設置した場合
（2021年4月以前に
喫煙可能室を設置した場合を含む）

喫煙可能室を設置した店が
食品衛生法に基づく営業許可の
継続をする場合

喫煙可能室を設置する場合に必要な対応など

2

 

様式第３号（第３条関係） 

 

喫煙可能室設置報告書 

                                 年  月  日 

 

   （宛先） 

        

 

                      報告者の住所  

                          氏名  

 

 

埼玉県受動喫煙防止条例第９条第２項の規定により、次のとおり報告します。 

 既存特定  

 飲食提供  

 施設 

（ふりがな）  

 名  称  
 

 

 郵便番号   

 所 在 地  
 

 

 電話番号   

 従業員に  

 係る状況  

□従業員は雇用していません。       

□全ての従業員から承諾を得ています。  

 

 注 １ 「従業員」とは、条例第７条第２項の従業員（労働基準法（昭和２２年法律第 

    ４９号）第９条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に 

    使用される者及び家事使用人を除く。））をいう。 

   ２ 「承諾」とは、条例第７条第２項第２号イの承諾をいう。 
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喫煙可能室設置施設届出書

（健康増進法）▶

喫煙可能室設置届出書

（埼玉県条例）▶

喫煙可能室設置報告書

（埼玉県条例）▶



喫煙室の種類と対応など

喫煙室の種類

●　喫煙のみ可

●　飲食等不可

●　２０歳未満立入禁止

●　標識の掲示が必要

●　加熱式たばこのみ喫煙可

●　飲食等可

●　２０歳未満立入禁止

●　標識の掲示が必要

●　喫煙可

●　飲食可

●　２０歳未満立入禁止

●　標識の掲示が必要

●　法と条例に基づく届出書の

　　提出が必要

※1 設置する場合は、技術的基準を
　   満たす必要があります。

※1 設置する場合は、技術的基準を
　   満たす必要があります。

※1 設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
※2 管轄の保健所（さいたま市、川越市、越谷市、川口市は各市）に届出書を
　   提出してください。
※3 届出書の提出のほか、書類の保存が必要です。 詳しい対応は次ページ
　  （２ページ）をご覧ください。

標識の掲示

　以下の３つ全てを満たす必要があります。

○ 喫煙室の出入口において、喫煙室外から喫煙室内へ流入する空気の気流が、 0.2m/秒以上であること

○ たばこの煙が流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

○ たばこの煙が、 屋外へ排気されていること

なお、施設内が複数階に分かれている場合は、上記基準に代えて、壁、天井で区画した上で、喫煙階と禁煙階を分ける取扱いも可能です。

※1 　　～ 　の喫煙室を設置する場合の技術的基準　　

屋内の全部または一部に設置可能

屋内の一部に設置可能

屋内の一部に設置可能

喫煙室の種類

お店の一部が喫煙可 お店の一部が喫煙可

お店全体が喫煙可 お店全体が喫煙可

喫煙室の入口　　  　　 店舗の入口

1

COPD（慢性閉塞性肺疾患）

虚血性心疾患 　脳卒中　 乳幼児突然死　
　　　　　　　 肺がん　　　症候群

たばこの煙は、ニコチン、タール、一酸化炭素など数多くの

有害物質を含みます。

喫煙は、肺や咽頭等のがん、COPD（慢性閉塞性肺疾患）、

２型糖尿病、歯周病などと因果関係が十分あるとされ、日本

では能動喫煙により年間約130,000人が亡くなってい
るとされています。

COPDは、肺の生活習慣病とも言われ、長期
の喫煙により、気管支や肺に障害が生じます。
せき、たん、息切れが初期症状です。
思い当たる症状があれば、 早めに呼吸器内科などを受診しましょう。

受動喫煙にさらされている人は病気にかかりやすくなる

埼玉県認証ステッカー

対象施設

認証要件

認証までの流れ

※学校、病院、児童福祉施設等は除きます

申請書は、お近くの県保健所等（裏面）または
県ホームページで入手してください。

必要に応じて現場確認を行います。 県ホームページにおいて、施設のお名前を
広報します。

埼玉県は、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、法律上の義務
を上回る対策を実施する施設を認証しています。

または

施設の所在地を管轄する県保健所等
（裏面）に申請書を提出してください

施設内と施設のある
敷地内の全てが完全
禁煙であること

施設内(単独施設またはテナント等）が
完全禁煙であること
施設の周囲において受動喫煙の防止に
配慮していること

申請書に基づき、認証の要件に該当する
施設かどうか審査します

審査結果について文書で通知します。
認証された場合は、証書とステッカーを
交付します。

喫煙による健康影響

たばこは、喫煙者だけではなく、周りにいる人の健康にも影

響を及ぼします。

日本では、肺がんや乳幼児突然死症候群等により年間約

15,000人が亡くなっているとされています。

受動喫煙による健康影響

知っていますか？

シーオーピーディー

申 請 審 査 認 証

飲食店・オフィスなど

敷地内禁煙 屋内禁煙

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0704/kitsuentaisaku/shisetsu.html

受動喫煙に
さらされている場合

喫煙・受動喫煙による健康影響

埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

出典：厚生労働省「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」
　　　国立がん研究センターがん情報サービス
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喫煙専用室

加熱式たばこ専用喫煙室

喫煙可能室




